
論 説

ウェスト・ヴァージニア州北部地区連邦
地方裁判所における民事司法改革の評価盧
－連邦司法センターによる「和解週間」の

評価を中心として－

小 松 良 正

Ａ．序論
Ｂ．裁判所及びデモンストレーション計画の概要（以上、本号）
Ｃ．裁判所におけるデモンストレーション計画の効果（以下、次号）
Ｄ．わが国に与える示唆

Ａ．序論
２００１年６月に公表された政府の司法制度改革審議会の意見書は、司法制度改革

の中の１項目として、裁判外の紛争解決手段（Alternative Dispute Resolution；

ＡＤＲ）の拡充・活性化を取り上げた盧。司法制度改革推進計画も、これを受け

て、ＡＤＲの拡充・活性化を検討項目の一つとして掲げ、その方策として「関係

機関等の連携強化の促進」と「共通的な制度基盤の整備」を挙げた盪。後者は、

漓国際的動向を見つつ、仲裁法制（国際商事仲裁を含む。）を整備すること、滷

総合的なＡＤＲの制度基盤を整備する見地から、ＡＤＲの利用促進、裁判手続と

の連携強化のための基本的な枠組みを規定する法律案を提出することも含めて必

要な方策を検討し、遅くとも２００４年３月までに、所要の措置を講ずること、およ

び澆隣接法律専門職種など法曹以外の専門家のＡＤＲにおける活用等について必

盧 司法制度改革審議会『司法制度改革審議会意見書－２１世紀の日本を支える司法制
度－』３５頁以下（２００１年６月１２日）。

盪 司法制度改革推進計画・蠡（国民の期待に応える司法制度の構築）・第一（民事司
法制度の改革）・８（裁判外の紛争解決手段の拡充・活性化）。
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要な対応を行うこと、をその内容としている蘯。このうち、総合的なＡＤＲの制

度基盤の整備については、２００１年１２月にＡＤＲ検討会が設置され、翌年２月５日

の第一回検討会からこれまでに２０回の会合を通して、総合的なＡＤＲの制度基盤

を整備するために必要な方策について、詳細な検討が行われてきた。そして、

２００３年７月、司法制度改革推進本部は、各界に広く意見を求めるため、ＡＤＲ検

討会のこれまでの検討状況等を公表した盻。その後、各界からの意見を踏まえ

て、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案が、２００４年の通常国会（第

１５９回国会）に提出され、同年の臨時国会において可決成立するに至っている眈。

これに対して、アメリカ合衆国では、すでに１９９０年に民事裁判における遅延と

費用の減少を目的とした民事司法改革法（Civil Justice Reform Act of 1990）が

成立した眇。この法律は、上述の目的を達成するための方策として、類型別事件

管理、裁判所による早期の事件管理、ディスカヴァリの管理、および代替的紛争

解決（ＡＤＲ）の諸方策を実験的に行うことを各連邦裁判所に義務付け、各連邦

裁判所において民事訴訟の遅延と費用を減少させるための多くの実験的な方策が

蘯 司法制度改革推進計画・前掲注盪参照。なお、このような中で、２００３年７月には新
仲裁法（平成１５年法律第１３８号）が成立した。
盻 司法制度改革推進本部事務局『総合的なＡＤＲの制度基盤の整備について－ＡＤＲ
検討会におけるこれまでの検討状況等－』１頁以下（２００３年７月）。

眈 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（平成１６年法律第１５１号）を参
照。この法律は全５章からなり、そのうち第２章は、認証紛争解決手続の業務、第３
章は認証紛争解決手続の利用に係る特例を定める。このうち、後者については、第１
に、認証紛争解決手続に時効中断効を付与し、当該認証紛争解決手続における請求時
に、訴えの提起があったものとみなしている（２５条１項）。第２に、当事者間に訴訟
が係属する場合に、当該紛争について認証紛争解決手続が実施されている等のとき
は、受訴裁判所は、当事者の共同の申立てがあるときは、４月以内の期間を定めて訴
訟手続を中止する旨の決定をすることができるとする（２６条１項）。第３に、民事調
停法及び家事審判法上の調停前置主義の適用を受ける事件について、認証紛争解決手
続が実施されかつ和解が成立しなかったときは、調停前置主義の適用を受けないもの
としている（２７条）。なお、早川吉尚＝山田文＝濱野亮編『ＡＤＲの基本的視座』１
頁以下（信山社、２００４年）は、わが国におけるＡＤＲの位置付けや現在の議論状況を
詳細に検討しており、示唆に富む。

眇 See Judicial Improvements Act of 1990, tit.I, Pub.L.No.101−650, 104 Stat.5098(as
amended Pub.L.No.104−317, §608, Oct.19, 110 Stat.3860).民事司法改革法の成立過程
とその内容に関する詳細な研究として、大村雅彦「米国における民事裁判の現況と改
革の動向－民事裁判改革法を中心として－」国際商事法務２１巻５号５１７頁、６号６８３
頁、７号８３３頁（１９９３年）を参照。

駒澤法曹第１号（２００５）
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実施された眄。民事司法改革法は、以上の方策の有効性を検証するため、これら

の連邦裁判所のうち１０の裁判所をパイロット地区に指定した眩。他方、改革法

は、上述の方策につきすでに一定の実績を有していた五つの裁判所をデモンスト

レーション地区に指定したが、これは、これらの方策を実施しようとする他の裁

判所に対して模範を提供することを意図したものであった眤。そして、前者につ

いては、RAND民事司法研究所（RAND Institute for Cvil Justice）が眞、また後

者については、連邦司法センター（Federal Judicial Center）が、その運用状況

についての調査結果を合衆国司法会議（Judicial Conference of the U. S.）に報告

することを義務付けられた眥。

本稿で紹介するウェスト・ヴァージニア州北部地区連邦地方裁判所は、民事司

法改革法によりデモンストレーション地区に指定された裁判所の一つであり、カ

リフォルニア州北部地区およびミズーリ州西部地区の各連邦地方裁判所ととも

に、代替的紛争解決方式を含めた、民事訴訟における費用を節約し訴訟遅延を解

消するための方策を試みるべきものとされた眦。ウェストヴァージニア州北部地

区では、民事司法改革法の施行以前から、一定期間を区切り、提訴されたすべて

眄 これらの方策について、拙稿「アメリカ合衆国における民事司法改革法の評価」国
士舘法学３０号１２９頁以下（１９９８年）を参照。

眩 See Judicial Improvements Act of 1990, tit.I, Pub.L.No.101−650, §105(a), (b), 104
Stat. 5098(as amended Pub.L.No.104−317, §608, Oct.19, 110 Stat.3860).

眤 See Judicial Improvements Act of 1990, tit.I, Pub.L.No.101−650, §104秬, 104
Stat.5098(as amended Pub.L.No.104−317, §608, Oct.19, 110 Stat.3860).

眞 See JAMES S. KAKALIK ET. AL., AN EVALUATION OF JUDICIAL CASE MANAGEMANT UNDER THE

CIVIL JUSTICE REFORM ACT(RAND Institute for Civil Justice, 1996) ; JAMES S. KAKALIK ET.
AL., IMPLEMENTATION OF THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT IN PILOT AND COMPARATIVE DISTRICTS

(RAND Institute for Civil Justice,1996) ; JAMES S. KAKALIK ET. AL., AN EVALUATION OF ME-

DIATION AND EARLY NEUTRAL EVALUATION UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT (RAND In-
stitute for Civil Justice, 1996).

眥 DONNA STIENSTRA ET.AL., REPORT TO THE JUDICIAL CONFERENCE COMMITTEE ON COURT AD-

MINISTRATION AND CASE MANAGEMENT. A STUDY OF THE FIVE DEMONSTRATION PROGRAMS ES-

TABLISHED UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT OF 1990, 255(FJC 1997).合衆国司法会議
は、これらの調査報告に基づき、１９９７年５月に連邦議会に対して最終報告書を提出し
た。See JUDICIAL CONFERENCE OF THE UNITED STATES, THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT OF

1990 FINAL REPORT, ALTERNATIVE PROPOSALS FOR REDUCTION OF COST AND DELAY ASSES-

MENT OF PRINCIPLES, GUIDELINES & TECHNIQUES(1997), riprinted in 175 F.R.D.62(1997)
[hereinafter JUDICIAL CONFERENCE REPORT].合衆国司法会議の最終報告書の概要について
は、拙稿・前掲注眄国士舘法学３０号１７２頁以下を参照。
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の民事訴訟事件について、原則として和解を目的とした調停手続を経ることを当

事者に義務付ける、提訴後の訴訟内調停前置を内容とした和解週間（Settlement

Week）の制度が実施されており、他の連邦裁判所にはみられない特色ある制度

となっている眛。そこで、本稿では、この和解週間制度を調査した連邦司法セン

ターの報告に従い眷、まず第一に、ウェストヴァージニア州北部地区連邦地裁お

よびデモンストレーション計画の概要を述べ、第二に、同地裁におけるデモンス

トレーション計画の効果に触れ、最後に、同地裁における和解週間計画がわが国

の民事訴訟制度に与える示唆について検討することにする眸。

Ｂ．裁判所およびデモンストレーション計画の概要
本節では、ウェスト・ヴァージニア州北部地区連邦地裁が採用したデモンスト

レーション計画の概要を述べることとする。まず第１に、裁判所における司法資

源と取扱訴訟件数について概観し、次に、和解週間（settlement week）を設計

し、実行しかつ適用するために、裁判所がとった手段について論じることとす

る。

眦 カリフォルニア州北部地区連邦地裁については、拙稿「カリフォルニア州北部地区
連邦地方裁判所における民事司法改革の評価－連邦司法センターによるＡＤＲ及びマ
ルティ・オプション計画の評価を中心として－」国士舘法学３２号１頁（２０００年）、ミ
ズーリ州西部地区連邦地裁については、同「ミズーリ州西部地区連邦地方裁判所にお
ける民事司法改革の評価盧－連邦司法センターによる早期評価計画の評価を中心とし
て－」国士舘大学比較法制研究２６号１頁（２００３）を参照。

眛 See LOCAL RULES OF CIVIL PROCEDURE 16.06 OF THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR

THE NORTHERN DISTRICT OF WEST VIRGINIA(2003).
眷 DONNA STIENSTRA ET. AL., REPORT TO THE JUDICIAL CONFERENCE COMMITTEE ON COURT AD-

MINISTRATION AND CASE MANAGEMENT. A STUDY OF THE FIVE DEMONSTRATION PROGRAMS ES-

TABLISHED UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT OF 1990, 255(FJC 1997).
眸 このような状況の下、アメリカでは、１９９８年に、各連邦裁判所が、その地方規則に
基づいて、すべての民事訴訟の当事者に対して、訴訟の適切な段階で ADRの利用を
検討するよう求めなければならないことを内容とした連邦ＡＤＲ法（Alternative Dis-
pute Resolution Act of １９９８）が制定された。また、２０００年には、すべての連邦裁判
所が、原則として初期ディスクロージャー（初期必要的開示）を実施すべきこと等を
内容とした連邦民事訴訟規則２６条の改正が行われるに至っている。２０００年の連邦民訴
規則２６条におけるディスクロージャーの改正等について、笠井正俊「アメリカの民事
訴訟における２０００年のディスカヴァリ制度改正をめぐって」『新堂古希（下）』３頁以
下（２００１年）を参照。
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１．裁判所の概要

デモンストレーション計画の実行とその効果を理解するためには、以下のよう

な裁判所におけるいくつかの特徴が注目される。すなわち、裁判所の規模が小さ

いこと、刑事事件の処理件数が、デモンストレーション計画実施前は高かった

が、実施後は減少したこと、およびデモンストレーション期間中における裁判官

側の変更、である睇。

盧 場所および司法資源

ウェスト・ヴァージニア州北部地区は小規模の裁判所であり、Wheelingに本

部を置き、三ヶ所に支部を有する。主たる書記官事務所は、Wheelingに置かれ

ている。

裁判所には正式な三名の裁判官職があり、そのうちの第三番目の裁判官職は、

１９９０年の民事司法改革法により創設され、１９９２年９月に充足された。また、裁判

所には一名の常勤のマジストレイト裁判官と、二名の非常勤のマジストレイト裁

判官、および二名のシニア・ジャッジがおり、シニア・ジャッジのうち一名は、

前主席裁判官であり、１９９５年の夏期にシニア・ステイタスを獲得した。その時点

において空席となった裁判官職は、１９９６年の夏期まで充足されなかった。さら

に、現役裁判官の１人が１９９３年の間病気となり、十分な事件処理の職責を果たす

ことができなかった。したがって、デモンストレーション期間中、新たな裁判官

職の充足、新たな主席裁判官、およびシニア・ステイタスに変更となった裁判官

（その地位は、直ちには充足されなかった）という、裁判官側での少なからぬ変

更があった。前主席裁判官は、民事取扱件数のおよそ８０％を担当し続け、もう１

人のシニア・ジャッジは、刑事事件および、民事取扱件数のおよそ２５％を担当し

ている睚。

盪 取扱件数の規模及び種類

デモンストレーション計画に至るまでの４年間、北部地区における民事事件の

睇 DONNA STIENSTRA ET. AL., REPORT TO THE JUDICIAL CONFERENCE COMMITTEE ON COURT AD-

MINISTRATION AND CASE MANAGEMENT. A STUDY OF THE FIVE DEMONSTRATION PROGRAMS ES-

TABLISHED UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT OF 1990, 257(FJC 1997).
睚 Ibid .
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（表１）
ウエストヴァージニア州北部地区において提起された訴訟事件（９０－９５会計年度）睫

統計年
提訴された訴訟事件 １裁判官当たりの提訴数

計 民事 刑事 実際 加重値

１９９０ ７２１ ５４６ １７５ ３６１ ４５５
１９９１ ６５３ ５１３ １４０ ２１８ ２５０
１９９２ ８１９ ５８８ ２３１ ２７３ ３９１
１９９３ ７４８ ６４２ １０６ ２４９ ２６０
１９９４ ６３６ ５１６ １２０ ２１２ ２５５
１９９５ ７０１ ５９７ １０４ ２３４ ２９７

Reproduced From DONNA STIENSTRA ET. AL., REPORT TO JUDICIAL CONFERENCE ON COURT AD-

MINISTRATION AND CASE MANAGEMENT, A STUDY OF THE FIVE DEMONSTRATION PROGRAM ESTAB-

LISHED UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT OF 1990, 258(1997).

提起数は比較的一定していた一方、刑事重罪事件の提起数は、８５会計年から９０会

計年の間にほぼ２倍になった。諮問グループの報告書は、実際、１９９０年において

この地区が１裁判官あたりの刑事事件提訴数で９４地区のうち第９位であったが、

１裁判官あたりの民事事件提訴数では７８位であった、と指摘した。１９８５年から

１９９０年までの１裁判官当たりの係属事件数は、年間約５００件から７５０件に及び、１

裁判官当たりの終結数は、約４００件から５５０件に及んでいる。これらの終結数は、

訪問裁判官によるなんらかの援助を反映したものである睨。４年間のデモンスト

レーション期間において、刑事事件の提訴数はかなり減少したが（表１参照）、

その結果、この地区は現在１裁判官当たりの刑事重罪事件提訴数において、９４地

区中７１位にランクされている。

訴訟事件の提訴数は、我々に裁判所の負担を指し示す一方で、より妥当な基準

とは、１裁判官当たりの提訴数の加重値（weighted filings）であり、それは、異

なった類型の民事及び刑事事件に関する相対的な負担をさし示すものである。表

睨 See Report of the Advisory Group to the United States District Court for the North-
ern District of West Virginia 7−8. DONNA STIENSTRA ET. AL., supra note(16), at 258
n.184.

睫 Source : Administrative Office of the U.S.Courts, Federal Court Management Statis-
tics, 1995.
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（表２）
提起された民事訴訟事件の主要な事件類型（９５会計年度）睥

ウエストヴァージニア州北部地区

訴訟事件の種類 民事訴訟事件数に占める割合

在監者訴訟
不法行為
契 約

市民的権利（Civil Rights）

２８．０
２１．０
１８．０
１１．０

Reproduced From DONNA STIENSTRA ET. AL., REPORT TO JUDICIAL CONFERENCE ON COURT AD-

MINISTRATION AND CASE MANAGEMENT, A STUDY OF THE FIVE DEMONSTRATION PROGRAM ESTAB-

LISHED UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT OF 1990, 259(1997).

１が示すように、裁判所における提訴数の加重値は、実際の提訴数よりも全体と

して高いが、提訴数の加重値は、１裁判官当たりの提訴数の加重値である全国の

平均値４４８件と比較すると依然として低い。すなわち、１９９５年では、裁判所は、

提訴数の加重値に関して９４地区中８４位に位置した。

表２は、ウェスト・ヴァージニア州北部地区連邦地裁における主要な民事事件

の類型を示している。提訴されたものの内上位の２類型の事件は、在監者訴訟と

不法行為事件であり、全国的な統計上の事件の割合と一致している。裁判所にお

ける契約事件の割合（１８％）は、全国平均の１２％よりも高い一方、市民的権利に

関する事件の割合（１１％）は、全国平均（１５％）よりも、若干低い睛。

２．デモンストレーション計画の設計：方法および理由

１９９１年に、裁判所および民事司法改革法上の諮問グループが、裁判所における

デモンストレーション計画の設計を始めた時、彼らが負った制定法上の義務は、

「代替的紛争解決を含め、民事訴訟における費用と遅延を減少させるための様々

な方法を実験すること」（Judicial Improvemrnts Act of1990, Title1, Sec. 104）で

あった。以下では、裁判所に対する諮問グループの報告書、および諮問グループ

睛 DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 258
睥 Source : Administrative Office of the U.S.Courts, Federal Court Management Statis-

tics, 1995.
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議長、裁判所職員、および裁判官らとの面接に基づいて、彼らが行った作業を述

べることとする睿。

他のデモンストレーション地区とは対照的に、北部地区デモンストレーション

計画の核心的部分は、民事司法改革法が制定されるかなり以前から（実際には、

１９８７年以来）、裁判所において存在した。１９８７年１０月、北部地区は、ウェスト・

ヴァージニア州弁護士会の協力により、和解週間計画を実行した。この計画によ

れば、選択された民事事件が、和解週間に指定された特定の週の間に、ヴォラン

ティアである弁護士中立人による調停に付託された。それぞれの和解週間におい

て、付託されたすべての事件について、裁判所庁舎における調停セッションが予

定された。その時点でのこの計画の目的とは、民事訴訟の未済事件数を減少させ

ることであった。これらの和解週間は、１９８７年から１９９０年の間は、年に一度また

は二度開催された睾。

盧 考慮された問題点と諮問グループが行った推薦

裁判所の訴訟処理件数に関する状態を調査した後、諮問グループは、裁判所に

対する報告書において、この地区における民事事件の処理期間は、全国的な数値

と比較してかなり長い、と報告した。諮問グループは、この問題が、主として多

数の刑事事件表と、民事事件よりも刑事事件を優先して配点する迅速審理法

（Speedy Trial Act）に起因するものとした睹。諮問グループによれば、裁判所

は、民事事件に対して確定的な審理期日を設定することができなかったため、他

の審理前の事項についての期限（例えば、ディスカヴァリの完了およびモーショ

ンの裁判の期日）がしばしば延長され、訴訟事件を事件表上遅延させた。さら

に、民事および刑事事件の双方の処理を援助するため、訪問裁判官がしばしば招

聘されたが、諮問グループは、この訴訟実務がしばしば裁判費用を増加させた、

と考えた。なぜならば、訪問裁判官のスケデュールに配慮して、当事者は急に審

理期日とその他の期限を知らされ、審理がしばしば本来の裁判の期日から離れて

睿 調査及び資料収集過程の詳細については、補遺Ａを参照。
睾 DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 259
睹 See Report of the Advisory Group to the United States District Court for the North-

ern District of West Virginia 9. DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 259 n.188.
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開かれたからである瞎。

諮問グループは、この地区における訴訟遅延と裁判費用を減少させるための重

要な点は、裁判所が民事事件表に関する「コントロールを回復する」ことであ

る、と結論づけた瞋。

この目標の達成を効果的なものとするため、また裁判所が代替的紛争解決につ

いてのデモンストレーション地区として指定された点に鑑み、諮問グループは、

「民事事件表上の問題の解決手段としての、この地区における和解週間の成功と

その承認」に基礎を置いた計画を発展させた瞑。

諮問グループが提案した計画は、幾つかの要素を含んでいた。第一に、民事司

法改革法の提案に従い、諮問グループは、類型別事件（訴訟）管理制度（system

of differential case management）を推薦した。詳細に述べると、諮問グループ

は、民事事件が、事件（訴訟）管理のために以下に述べるような三種の類型に分

けられるべきものとされた。すなわち、

漓第１類型（または行政事件）。これは、これまでと同様、それらについて裁

判の準備が整うまで、その大部分が書記官事務所で処理される事件である。

滷第２類型（標準事件）。これは、初期ディスクロージャーとディスカヴァリ

の期限に服するものであり、またこれらの期限の遵守につき書記官事務所の監督

に服する事件である。

澆第２類型（複雑事件）。これは、当初から積極的な裁判所の管理がなされる

事件であり、これには答弁書の提出の日から４５日内に開催されるスケデューリン

グ協議（Scheduling Conference）が含まれ、この協議では、配点を受けた裁判

官は、ディスカヴァリおよびその他の審理前の活動を、その事件における特別な

必要性に適合するように実施する瞠。

第二に、諮問グループは、裁判所が、その当時検討されていた連邦民事訴訟規

則に倣い、ディスクロージャー（disclosure：必要的開示）を要求する地方規則

瞎 See Report of the Advisory Group to the United States District Court for the North-
ern District of West Virginia 8. DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 259 n.189.

瞋 See Report of the Advisory Group to the United States District Court for the North-
ern District of West Virginia 32.

瞑 Id.at 34.
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を採用することを推薦した。ディスクロージャーを通して、諮問グループは、訴

訟事件がより迅速に、ＡＤＲへの付託に適すると考慮される段階に達するものと

考えた瞞。

第三に、諮問グループは、当事者がその他のいくつかの代替的紛争解決方式に

合意し、裁判所がそれについて承認しない限り、和解週間の計画がディスカヴァ

リの完了した全ての民事事件に拡張されるべきであることを推薦した。また、そ

の訴訟事件を和解週間の協議に付託することを要求することにより、なんらの有

益な目的にも奉仕しないと裁判所が判断した場合も、その訴訟事件は付託を免除

されるであろう。また、諮問グループは、和解週間が、過去のように時折利用さ

れるのではなく、定期的に少なくとも年三回開催されるべきであると推薦した。

諮問グループは、訴訟事件の調停への付託は、「大部分の民事事件が、全国的に

もかつこの地区においても、事実審理の前に和解により終了しているという事

実」と一致している点を指摘し、また調停による和解週間（mediation settlement

week）の目的は、「和解協議とその過程を促進することである」、と説明した瞰。

第四に、和解週間を免除された事件、または和解週間の結果として和解により

終了しなかった事件については、その計画は、審理前の命令の発令または審理前

協議の期限、および事実審理の確定的な期日の設定を定めた瞶。

諮問グループによれば、この計画全体の目標とは、ディスカヴァリに焦点を合

わせようとする動機を提供し、またディスカヴァリの完了と、代替的紛争解決手

続への訴訟事件の付託との間の「結合」を提供するということであり、もし和解

瞠 DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(1６), at 260.類型別事件管理計画については、ミ
シガン州西部地区連邦地裁と、オハイオ州北部地区連邦地裁が、デモンストレーショ
ン地区としてこの方策を採用し実施した。この点について、森英明「アメリカ連邦地
方裁判所における民事訴訟運営の実情－ミシガン東部、西部地区連邦地方裁判所での
見聞を中心に－」法曹会編『アメリカにおける民事訴訟の実情』９１頁以下（１９９７
年）、及び拙稿「ミシガン州西部地区連邦地方裁判所における民事司法改革の評価
盧・（２完）」国士舘大学比較法制研究２４号８７頁（２００１年）・２５号１頁（２００２年）、及び
同「オハイオ州北部地区連邦地方裁判所における民事司法改革の評価盧・（２完）」国
士舘法学３４号１頁（２００２年）・３５号４５頁（２００３年）を参照。

瞞 Ibid.

瞰 See Report of the Advisory Group to the United States District Court for the North-
ern District of West Virginia 36.

瞶 DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 261.
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に向けられた努力が不奏功に終わったときは、確定的な審理期日が設定されるこ

とを予想したものであった瞹。

盪 和解週間制度の設計に際しての裁判所の役割と目標

裁判所は、和解週間計画の当初の設計と実行について深く関わっており、また

その計画について数年間の経験があったので、その計画の公認と拡張は裁判所に

よりすでに合意されたものであった。１９８７年およびその後の１９９１年において、和

解週間計画を採用した第１の理由とは、当事者（訴訟当事者およびその弁護士）

を集合させ、彼らの訴訟事件について協議させ、情報を交換させ、かつより早期

に和解協議に従事させることによって、民事事件をより一層迅速に解決するとい

うことであった。裁判官らは、一般に、和解週間計画の明確な目的とは、和解を

通して、より早期の訴訟事件の解決を促進することである点に同意した。ある裁

判官が述べたように、「この計画の目的が和解であることに、誰も異論を差し挟

まない」のである瞿。

当事者に生じ得る費用の節約という点での、和解週間計画の一つの重要な側面

とは、調停人が無償で（pro bono）活動する、すなわち調停人は裁判所や当事者

から報酬を支払われない、という点である。裁判官や裁判所職員は、裁判所は、

弁護士中立人への支払いを真剣に考えたことはまったくない、と述べた。そのう

ちの１人は、「ヴォランティアとしての活動は、日常的活動（culture）の一部と

なっている」、と述べ、他の１人は、「弁護士は、その活動を、お金ではなく知的

満足のために行っている」、と指摘した。１人の裁判官は、特に大規模な事件で

は、裁判所が中立人に報酬を支払うことを望むであろう、と指摘した。諮問グ

ループは、中立人への報酬支払いについて、推薦を行わなかった瞼。

訴訟の進行ごとに（on an ongoing basis）調停を実施するのではなく、長い間

隔をおいて和解週間を開催することの合理性に関する質問については、ある裁判

官は、和解週間は弁護士に便宜を提供するのであり、彼らが他の裁判所での訴訟

瞹 Ibid. See also Report of the Advisory Group to the United States District Court for
the Northern District of West Virginia 36.

瞿 DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 261.
瞼 Ibid.
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事件表における予定を立てやすくする、と説明した。もう１人の裁判官は、和解

週間が「非常に友好的な」環境を生み出す、と述べた。「弁護士らはホールで会

談し、多くの事項が達成される」、とその裁判官は述べた。「それは、ちょうど地

方の州裁判所における旧式の事件表上の呼出し（calls）のようである」瞽。

裁判所はまた、類型別事件管理、標準民事事件における初期ディスクロー

ジャー、および確定的な審理期日の設定を含めた、諮問グループの計画に関する

その他の事項をも採用した。しかしながら、実際にデモンストレーション期間中

に実行された諮問グループの計画に関する唯一の事項は、和解週間であった。裁

判所は、ディスクロージャーに関する最終的な連邦規則の制定まで、初期ディス

クロージャーの規定の実施を延期した。すなわち、１９９６年３月１日に制定された

新たな地方規則において、裁判所は、連邦民事訴訟規則２６条秬項盧の改正規則に

おける初期ディスクロージャーの規定を採用した瞻。その他の事項が実施されな

かった理由は、明らかではない。ある裁判官は、デモンストレーション期間の開

始時における刑事事件表の継続的な負担のため、裁判所がその計画を十分に実行

することができなかったのであろうという点を示唆した矇。

３．和解週間計画の概要

以下の報告は、北部地区における和解週間計画に焦点を絞る。和解週間協議

（settlement week conference）の計画は、民事司法における遅延と費用の減少

のための諮問グループの計画を採用するものとする裁判所の決定により、１９９１年

１２月１８日に正式に実施された矍。

その計画によれば、和解週間協議は、定期的に、かつ暦年に３回以上開催する

ものと予定された。ディスカヴァリが完了したすべての民事事件は、対象から除

瞽 Ibid.

瞻 See LOCAL RULES OF CIVIL PROCEDURE 3.01 OF THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR

THE NORTHERN DISTRICT OF WEST VIRGINIA(1996). なお、この地方規則は、２００３年に改正
され、現在では、地方規則２６．０１に規定されている。

矇 DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 262.
矍 民事司法改革法（28U.S.C. § 474）に従い、裁判所の計画は、合衆国司法会議及び第
四巡回区裁判官会議により承認された。DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at
262 n.194.
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外された一定の事件を除いて、裁判所の保持するリストから選ばれた中立的な弁

護士調停人による和解週間協議に付託されるべきものとされた。ある訴訟事件が

和解週間の対象から免除されるのは、当事者が、その他の代替的紛争解決方式の

利用に合意し、かつ裁判所がそれに同意した場合である。これらの規定は、和解

週間についての唯一の正式な規定であり、本稿の調査の対象となった期間中、効

力を有した矗。

１９９６年３月１日、裁判所は、代替的紛争解決（調停計画－和解週間）に関連し

た民事訴訟地方規則５．０１を含んだ、改正地方規則を採用した矚。この規定は、１９９１

年の計画において定立された和解週間に関するほとんどの主要な要件を取り入

れ、また和解週間の一部となっていた多くのインフォーマルなルールや実務を正

式なものとして定めている。この規定は、調停計画は、配点を受けた司法官の選

択した事件について必要的なもの（mandatory）とされる、と定める。それは、

ある訴訟事件を調停に付託すべきか、またいつ付託すべきかについて裁判官が拠

るべき基準を定めていない。ただ、当事者は、調停の申立てをすることができ、

しかも相手方にその申立てを開示することなく行うことができる、と定めるにと

どまる。それは、和解週間が開催されるであろう回数を明記していないし、調停

セッションが、和解週間の間でのみ開催されるべきであることをも要求していな

い。

その規則は、調停人を「当事者が彼らの紛争の解決に至るよう援助できるよう

な調停の技法について、専門的な訓練を受けた弁護士」と規定しており、彼らが

調停を行う事件についてなんら裁判をする権限を有しない矜。

各調停協議は、２時間を予定しているが、いくつかはそれ以上またはそれ以下

の時間をとっている。弁護士および当事者または拘束力を有する判断をなす権限

を有するその代理人が、協議への参加を要求される。異なる調停人と異なる訴訟

事件とは、異なるアプローチになじみやすい点を承認する一方で、その規則は、

「一般に、調停手続は、調停人との合同の（すべての当事者および彼らの弁護士

矗 Ibid.

矚 なお、この地方規則は２００３年に改正され、現在は地方規則１６．０６に規定されている。
矜 DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 262 .
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と一緒の）または個別の（個別の当事者およびその弁護士のみの）一連の協議を

含む」（地方規則５．０１秣）矣、と定める。その規則はまた、調停セッションの間に

いずれかの必要が生じたときは、司法官とコート・リポータを利用することがで

きるように「あらゆる努力がなされなければならない」（地方規則５．０１稟）矮、と

定める。特定の事件について、いくつの調停協議を開催することができるかどう

かについては、規則上はなんらの制限もない。

その計画は、秘匿性を強調している。調停人の身元は、調停協議が始まるまで

開示されず、また調停人は、その協議においてなされたすべての会話を完全に秘

匿すべきことを要求されている（地方規則５．０１秬）矼。調停人が裁判所に対して報

告することのできる、調停協議に関する唯一の情報とは、盧協議が開催されたと

いう事実、盪その訴訟事件について和解が成立したかどうか、もし成立しなかっ

たとすれば、蘯調停人がその訴訟事件についてさらに調停を行いたいと望むか、

および盻調停人は、その訴訟事件が通常の裁判所における審理前手続の下で続行

されるべきであると考えるか、あるいは裁判所におけるステイタスまたは和解協

議から利益を得ると考えるかどうか（地方規則５．０１稍）砌、である。

４．和解週間計画の実施および維持

民事司法改革法施行前は、和解週間計画は、裁判所とともにその計画の設計に

関与したロースクール教授により調整されていた。裁判所が、この計画をデモン

ストレーション計画として採用した時点で、裁判所書記官が、計画の運営に責任

を負うものとなった砒。

盧 裁判所職員および裁判官の役割

和解計画の運営に関しての裁判所書記官の責任には、和解週間協議のスケ

デュール、裁判所における調停室（rooms）の予約（すべての和解週間協議が開

催される場合）、訴訟事件への調停人の振分け、和解週間協議終了の時点での調

矣 この地方規則５．０１秣は、現在は地方規則１６．０６秣に規定されている。
矮 この地方規則５．０１稟は、現在は１６．０６禀に規定されている。
矼 この地方規則５．０１秬は、現在は１６．０６秬に規定されている。
砌 この地方規則５．０１稍は、現在は１６．０６稍に規定されている。
砒 DONNA STIENSTRA ET.AL., supra note(16), at 263 .
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停人からの報告書の受領、が含まれる。この業務は、毎年三回開催される和解週

間のそれぞれにつき、裁判所の四つの部のそれぞれについて行わなければならな

い点で、その複雑さが若干増している。

書記官が初めてその計画の運営に当たった時、とりわけ多くの協議が続行され

あるいはそれらにつき再度のスケデュールがなされたため、これらの活動は多大

の時間を要した。現在では、各裁判所所在地における書記官代理（deputy

clerks）により、書記官はその計画の運営に若干の援助を受けている。各所在地

において担当にあたる書記官代理は、調停セッションを開くことのできる会議室

を調整し、また Elkinsにおける書記官代理は、和解週間計画の対象となる訴訟

事件についての情報に関するデータベースを維持しており、調停人に対して、彼

に振り分けられた訴訟事件を通知している。

その計画の下における裁判官の第１の責任とは、和解週間に付託する準備ので

きた事件表上の訴訟事件を確認し、それらの事件名を書記官代理に通知して、調

停セッションのスケデュールを立てることができるようにすることである礦。

盪 中立人名簿の維持

裁判所が最初に和解週間計画を確立したとき、裁判所は、調停人名簿のため、

弁護士会の各構成員に募集を行い、ウェスト・ヴァージニア大学ロー・スクール

および民間のコンサルタントと共同して調停人の訓練を実施し、ウェストヴァー

ジニア法律家協会が調停人の訓練に関するＣＬＥ（継続的法学教育）単位を付与

することにより、同法律家協会の承認を受けた。裁判所は、そのときに作成され

た名簿に引き続き依拠すると同時に、裁判所外のロースクールおよびその他の計

画により訓練を受けた他の調停人に依存しており、したがって、それ以上の訓練

を行う必要はない、と考えた。それまでの和解週間計画と同様、調停人は、裁判

所や当事者から報酬を受けないヴォランティアとして活動する砠。

蘯 和解週間制度において使用されたフォーム

和解週間制度に関して裁判所が使用したフォームには、以下のものが含まれ

る。すなわち、訴訟事件について和解週間の予定を定める命令書、調停につき再

礦 Ibid.

砠 Ibid.
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度の予定が立てられた旨の通知書、追加的な調停の通知書、調停書面（mediation

statement）のフォーム、和解週間不出頭報告書（調停人が、裁判所に対して予

定された調停が実施されなかった旨を報告し、その理由を指摘）、および和解週

間協議報告書（調停人が、和解週間が実施されたことを報告し、その事件が和解

により終了したか、追加的な調停を実施する必要があるか、あるいは、その事件

を進行させるため裁判所による何らかの手段〔例えば、ステイタス協議または和

解協議〕が取られるべきであると調停人が考えるかどうか、を指摘）である礪。

盻 和解週間に関する予算

書記官事務所によれば、９６会計年度において和解週間に起因する予算総額に含

まれたのは、３０００ドル（職員の給与）、１１５０ドル（資料）、および２０００ドル（和解

週間を運営するための異なる部間の移動に要した職員の旅費）である硅。デモン

ストレーション期間の開始以来、（中立人の）訓練のための費用や、職員の給与

及び旅費以外の費用は一切かからなかった。１事件当たりについてみると、過去

４年間この計画を維持するために必要な費用は、和解週間計画に参加した事件一

つにつき、およそ４５ドルであった碎。

５．実務における和解週間計画

和解週間計画を承認した１９９１年１２月の一般命令（general order）は、その計画

に関する大まかな概略を定めた。本節では、和解週間が実務上どのように運営さ

れたか、特に、どのように事件が付託されたか、付託の時期と数、依頼人の参

加、調停書面の利用、およびセッション自体の特徴、が考慮される。

盧 訴訟事件の和解週間計画への付託

１９９１年１２月の裁判所の一般命令により承認された諮問グループの計画は、次の

ように定める。すなわち、「第１類型の民事事件およびこの規定により免除され

る事件を除いて、ディスカヴァリの完了したすべての民事事件は、『和解週間協

礪 Id. at 264.
硅 Id. at 264 n. 195. 連邦司法センターにファイルされている、１９９６年８月１９日付けの

C. Wimer氏から D. Stienstra氏宛の手紙に基づく。
碎 Id. at 264 n. 196. この数字は、９６会計年における計画費用を５倍し、過去５年間に
和解週間に付託された訴訟事件数で割ることにより算出された。
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議』に付託されるものとする」。裁判所は、第１類型トラックおよび第２類型ト

ラックへの訴訟事件の振分け（tracking）を行わなかったが、それにもかかわ

ず、第１類型とされる事件（在監者訴訟や社会保険訴訟）を和解週間から免除し

ている。

残余の訴訟事件類型の範囲内において、和解週間のための特定の事件の選択

が、裁判官により行われる。裁判官は、若干の例外はあるが、実質的に対象とな

るすべての民事事件が、少なくとも一つの和解週間協議に進行する、と報告し

た。一方または双方の弁護士が、しばしばその事件を和解週間の事件表におくよ

う求めたが、そのような要求のない事件も、同様に頻繁に和解週間に振り分けら

れている。ある裁判官は、和解週間への付託のための訴訟事件の選択は、「調停

人は報酬を受けないので、調停人の時間を浪費しないように」、慎重になされな

ければならないことを強調した硴。

何人かの裁判官が和解週間を免除した事件類型には、終局的判断を求めるモー

ション（dispositive motions）が係属中の事件や、高度に洗練された（sophisti-

cated）当事者や複雑な法律上の争点を有する事件が含まれている。裁判官は、

事件の種類を彼らが利用する基準の一つとしては認定しなかったが、付託手続の

結果によると、不法行為事件が若干和解週間に付託される傾向が高い一方で、契

約、市民的権利および労働事件は、若干付託される傾向が低い碆。

デモンストレーション計画の数年度中、裁判所は、１０回の和解週間を開催し、

もう一つは現在計画段階にある。１９９５年に、初めて裁判所は、その民事司法改革

法上の計画に明記された年３回の和解週間を開催した。表３は、各和解週間に付

託された事件数を示しており、その数が年毎に変動してきたが、全体としてかな

りの数の事件が和解週間に付託されたことを示している。これらの付託は、６９２

件にのぼる。

硴 DONNA STIENSTRA ET. AL., supra note(16), at 264.
碆 Id. at 265 n.197.不法行為事件では、５４％が和解週間に付託され、契約事件では
４０％、市民的権利に関する事件では３９％、労働事件では４４％が、和解週間に付託され
た。本稿では、カイ二乗分析（Chi-square analysis）により、ｐ＜．０５（or less）の水
準で重要であるとされる相違のみが報告される。
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（表３）
和解週間の数及び付託された訴訟事件の数（１９９２－１９９６年）硼

ウエストヴァージニア州北部地区

和解週間
付託された
訴訟事件数

和解週間
付託された
訴訟事件数

１９９２ 夏

１９９３ 春
秋

１９９４ 春
秋

１３０

１２９
１１４

８８
５４

１９９５ 春
夏
秋

１９９６ 春
夏
秋

計

５２
６１
５１

５６
５２
５３

８４０

Reproduced From DONNA STIENSTRA ET. AL., REPORT TO JUDICIAL CONFERENCE ON COURT AD-

MINISTRATION AND CASE MANAGEMENT, A STUDY OF THE FIVE DEMONSTRATION PROGRAM ESTAB-

LISHED UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT OF 1990, 265(1997).

これらの事件が、和解週間の対象となり得る事件のうちどの程度の割合を占め

るかは、計算が難しい。なぜなら、その適格性自体が裁判官により異なるからで

ある（後述参照）。弁護士に対する我々の調査資料によれば、争点に達した事件

の４１％が、最終的に和解週間に付託されたことが示唆される。ディスカヴァリが

完了した事件、または事実審理の期日が予定された事件（２名の裁判官が使用し

た適格性の判断基準）の付託の割合は、かなり高いであろう碚。

弁護士に対する調査資料はまた、付託がなされた事件のうち、８５％の事件が和

解週間調停セッション（settlement week mediation session）に参加した。その

セッションに参加しなかった事件は、一般に、和解、終局的判断を求めるモー

硼 Id. at 265 n.198.各和解週間に付託された訴訟事件の数は、２回または３回付託され
たものを含め、和解週間に付託されたすべての訴訟事件を含む。５１７件が１回だけ付
託され、１０１件が２回、１６件が３回、そして５件が４回付託された。総じて６３８件の事
件が、デモンストレーション期間中に付託された。裁判所の有する資料に基づく。

碚 Id. at 266 n. 199. 付託事件及び非付託事件が終結した時期についての調査によれ
ば、より高い割合の非付託事件が非常に早期に終結したことが示された。しかし、事
件数が非常に少ないため、統計上の重要な相違を示すような比較はできなかった。
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ション（dispositive motion）に関する裁判、または和解週間協議開催前の差戻し

（remand）により終了した碌。

盪 和解週間への付託の時期

諮問グループの計画は、訴訟事件がディスカヴァリの完了後に付託されるであ

ろうと考えたが、実務上は裁判官が訴訟事件を和解週間に付託する時期について

は、裁判官の間に若干の相違がある。ある裁判官は、訴状及び答弁書が提出さ

れ、ある一定のディスカヴァリが行われた後に、できるだけ早期に付託を行って

いる。もう１人の裁判官は、ディスカヴァリが完了するまで付託を待ち、さらに

他の裁判官は、事実審理の期日を設定された事件のみを付託しており、その結

果、当事者は、事件について教育される（educated）機会を有した。すべての裁

判官が、予定されている和解週間の間にすでに調停に適した事件を有する場合が

ある。このような場合には、裁判官は、裁判所における弁護士中立人の１人によ

る調停の準備を試みており、次に予定される和解週間まで、その事件を待たせよ

うとはしていない碣。

蘯 和解週間の対象となる事件につき開催された調停協議の回数

調査が実施された弁護士のうち６６％の弁護士が、彼らの担当した事件は一回の

みの和解週間協議に関与したと指摘した。ほぼ三分の一（３０％）の弁護士が、２

回の和解週間に参加したと述べ、４％の弁護士が、３回以上の和解週間協議に参

加した、と述べた碵。

盻 依頼人の参加

依頼人は、和解週間セッションへの参加を要求されており、裁判官および裁判

所職員は、この要件に対する例外はほとんど存在しない、と指摘した。この点

は、和解週間に参加した弁護士の９９％が、彼らの依頼人は自らまたは電話で和解

週間セッションに参加したと指摘した、弁護士に対する調査の結果と一致してい

る。大多数の弁護士（９２％）が、依頼人は自ら参加した、と報告した碪。

碌 Id. at 266.
碣 Ibid.

碵 Ibid.

碪 Ibid.
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眈 調停書面の利用

諮問グループの計画や和解週間計画に適用される地方規則は、調停書面の準備

を要求していないが、２名の裁判官は、当事者が、和解週間協議に先立ち書面を

準備することを要求している。その書面は、その事件の概要や当事者の和解に対

する態度を知らせ、調停人と配点を受けた裁判官に提供される碯。

眇 和解週間セッションの説明

裁判所を訪問した期間、連邦司法センターでは、８名の異なる調停人の下で

の、１５の和解週間セッションに参加した。また連邦司法センターでは、特に、傍

聴したセッションがどの程度典型的なものであるかを判断するため、調停人に対

する面接を行った。センターが傍聴したセッションは、必ずしも一般的に和解週

間セッションを代表しているものではなかったことを承認しつつ、本節では、和

解週間調停の一般的な手続が端的に述べられる。

すべての調停セッションが、裁判所内で、すなわち、通常は陪審員室または会

議室で開催された。双方の依頼人が一般的に（常にではないが）出廷し、それは

自ら出頭するのでなく電話による場合もあった磑。

通常、すべての当事者の代理人および弁護士が、協議の開始の時点において一

室に集合した。そのセッションは、調停人がセッションの進行や調停人の役割を

説明し、調停手続の秘匿性を強調することにより開始された。例えば、ある調停

人は、もしその事件が調停により解決されず、引き続き通常の訴訟の過程を辿る

場合は、「あたかもこのセッションは全く存在しなかった」ように扱われるであ

ろう、と指摘した。別の調停人は、もしその事件が引き続き訴訟手続において進

められるならば、彼はそのセッションにおいて利用したノートを破棄するであろ

う、と説明した。先に調停セッションを経ている事件については、調停人の導入

的説明は、一層短かった磆。

調停人による最初の意見に引き続き、一般に、当事者の弁護士による端的な冒

頭の陳述がなされるが、それは、通常、各当事者の主張の長所に焦点を当てたも

碯 Ibid.

磑 Id. at 267.
磆 Ibid.
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のである。次に、調停人は、各当事者との一連の個別の面接（caucuses）を実施

し、それは原告側から開始された。これらの面接において、調停人は、当事者の

主張の長所と弱点について議論し、長所と弱点は何かについての彼（彼女）自身

の意見を披露した（例えば、「私は、あなたの主張の長所の１つは損害賠償額の

点にある、と考える」、「原告は、最も健全な人間であり、陪審は、彼女を初日か

ら〔全面的に〕信用するであろう」、「あなたは、法律上の多くの手段を有す

る」）。調停人は、一般に、彼が相手方当事者に提示することのできる和解のため

の要求またはその申出に関する具体的な金額を、当事者に引き出させようとし

た磋。

多くの調停は、各当事者との１回または２回の面接を含み、その後、当事者

は、調停人とともに一室に集合した。１つまたは２つの事件は、この時点で和解

により終了しようとしていた。その他の事件、とりわけディスカヴァリがほとん

ど完了していなかった事件は、和解のための協議の準備ができていないように思

われ、この点は調停人と弁護士により承認された。これらの事件では、当事者

は、調停人の援助により、その事件について次の段階になされるべき事項（例え

ば、一層の特定の情報の交換、またはディスカヴァリもしくは終局的判断を求め

るモーションの提起の期限の設定）について議論した。そのセッションに要した

時間は、１時間から２時間であった磔。

６．ウェスト・ヴァージニア州北部地区連邦地裁における事件（訴訟）管理手続

前述のように、民事司法改革法は、訴訟の遅延および費用の高額化を防止する

ための方策として、代替的紛争解決手続のほか、裁判所による早期の事件管理、

ディスカヴァリの管理、および類型別事件管理手続を規定した。そこで、本節で

は、ウェスト・ヴァージニア州北部地区連邦地裁の民事訴訟地方規則（Local

Rules of Civil Procedure）において定められた、裁判所の事件管理手続について

概観することにする。

盧 当事者の会合協議義務（Obligation of the Parties to Meet）

磋 Ibid.

磔 Ibid.
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当事者は、可能な限り直ちに、かつスケデューリング協議の期日から少なくと

も２１日前に、直接または電話により会合し、連邦民事訴訟規則１６条および２６条稘

項に定めるすべての事項について協議し報告を行うものとし、かつ、当事者は、

漓民事訴訟地方規則１６．０１稈項〔以下、地方規則と呼ぶ〕に従い、その事件が複

雑であり、一回または数回の事件管理協議を通して、個別的なかつその事件に固

有な方法で管理を行うことに適しているかどうかを検討し、もしそうであるとし

た場合、裁判所が考慮できるように第一回の協議が開催可能な３つの日時を提案

し、滷もし可能であれば、プリーディングにおいて詳細に主張された争いある事

実について合意し、澆マジストレイト裁判官による審理に対する同意について検

討し、潺地方規則１６．０５における代替的紛争解決手続を検討し、かつ潸スケ

デューリング協議において協議されるべき項目の一覧表を準備すべきものとされ

ている（地方規則１６．０１秡）碾。

盪 当事者の会合に基づく報告書面の提出義務（Written Report on the Meet-

ing of the Parties）

上述の会合に出席している弁護士及び代理されていないすべての当事者または

代理されている当事者は、スケデューリング協議期日の１４日前までに、共同して

その会合に基づく報告書面を提出する義務を負う。当事者間において見解の相違

している事項は、当事者の会合報告書面において、個別に示されかつ説明されな

ければならない。審理前のスケデュールおよびディスカヴァリならびにディスク

ロージャーの計画についての当事者の提案は、裁判所に対して、特定の審理前の

段階の完了に必要とされる時間についての最良の見積もりを助言するものでなけ

ればならない。当事者の会合報告書面は、司法官によりもっぱら助言的なものと

して考慮されるべきである。もし、報告書面の提出期間後に、司法官がスケ

デューリング協議は不要であると判断したときは、それは取り消され、スケ

デューリング命令を発令することができる（地方規則１６．０１秣）碼。

蘯 スケデューリング協議（Scheduling Conferences）

司法官の命令によりスケデューリング協議が予定されなかった場合、または地

碾 See LOCAL RULES OF CIVIL PROCEDURE 16.01(b) OF THE UNITED STATES DISTRICT COURT

FOR THE NORTHERN DISTRICT OF WEST VIRGINIA (2003)[hereinafter LR Civ P].
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方規則１６．０１秣項により取り消された場合を除いて、司法官は、当事者が同規則

秡項に従い会合したかどうか、あるいは同規則秣項に従い報告書面を提出したか

どうかにかかわらず、同規則秬項に定められた期間内に、スケデューリング協議

を開催しなければならない。スケデューリング協議は、電話により開催すること

ができる。スケデューリング協議において、司法官は、当事者の提出した報告書

面を検討し、弁護士が彼らの会合において検討することを義務付けられかつスケ

デューリング命令において示されるであろう期限及びその他の事項について協議

しなければならない。

スケデューリング協議（第一回目の協議が開かれたときは、第二回目の協議）

において、またはスケデューリング協議が取り消された時は報告書面の提出期間

後に、司法官は、その事件が複雑であるか、または個別的なかつその事件に特有

な方法で注意深くかつ慎重に管理を行うことが適当かどうかを判断しなければな

らない。司法官は、スケデューリング命令において、そのような特徴を有する事

件を、民事訴訟地方規則１６．０２に基づく一つのまたは一連の事件管理協議に付す

ることを検討しなければならない。事件が事件管理協議に付される場合、スケ

デューリング命令は、同規則１６．０１稍項にもかかわらず、期限の設定および最初

の事件管理協議までに待つことが適切でない事項に限定することができる（地方

規則１６．０１稈）磅。

盻 スケデューリング命令（Scheduling Orders）

スケデューリング協議に続き、またはスケデューリング協議が取り消された場

合は、報告書面の提出期間経過後すぐに、またはいずれにしても被告の出廷から

９０日以内、かつ訴状の被告への送達から１２０日以内に、司法官は、連邦民事訴訟

規則１６条秡項に従いスケデューリング命令を発令しなければならない。その命令

碼 LR Civ P 16.01(c).カリフォルニア州北部地区連邦地裁では、この書面は、共同の事
件管理書面（Joint Case Management Statement）と呼ばれている。この点について、
拙稿「カリフォルニア州北部連邦地方裁判所における民事司法改革の評価－連邦司法
センターによる事件管理計画の評価を中心として－」国士舘法学３１号１１頁を参照。

磅 LR Civ P 16.01(d).カリフォルニア州北部地区連邦地裁では、この協議は、事件管理
協議（Case Management Conference）と呼ばれている。拙稿・前掲注碼国士舘法学３１
号１３頁を参照。
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は、当事者に対して連邦民訴規則１６条秡項の使用する「ディスカヴァリを完了す

る」という用語は、次のような意味を有することを助言しなければならない。す

なわち、それは、すべてのディスカヴァリ、異議申立て、ディスクロージャーま

たはディスカヴァリの強制を求めるモーション（motions to compell）、および

ディスカヴァリに関するその他のすべてのモーション及び答弁は、異議を申し立

てまたは答弁を行う当事者が連邦民訴規則に従い応答する機会を有するように、

適時に提起されなければならないという意味である（地方規則１６．０１稍）磊。

眈 事件管理協議（複雑事件）（Case-Management Conferences in Complex Cases）

複雑事件において開催される事件管理協議は、以下の権限を有する司法官によ

り主催される。司法官は、民事訴訟地方規則１６．０１稍が要求するスケデューリン

グ命令を発令するため、和解の可能性を調査し、主張における重要な争点を確定

し、明確なディスカヴァリのスケデュールおよび計画を準備し、モーション提起

の期限及びそれらの裁判についてのスケデュールを定める等の行為を行うことが

できる（地方規則１６．０２秬）。司法官は、代理人及び代理されていない当事者に対

して、事件管理協議の開催前に会合し、以下の書面を準備するよう求めることが

できる（地方規則１６．０２秡）。これらの書面には、当事者が事件管理協議において

検討すべきであると考える事項、および事件が定められた期限内にかつ一定の審

理前の段階に従い進行しているかどうかに関する報告書が含まれる。司法官は、

適切であると思われる回数の事件管理協議を開催することができる（地方規則

１６．０２秣）。事件が複雑事件でないときは、この事件管理協議ではなく、次の審理

前協議が開催される磬。

眇 審理前協議（非複雑事件）（Pretrial Conferences in Non-Complex Cases）

スケデューリング協議及び最終審理前協議に加え、審理のために事件の配点を

受けた司法官は、費用と遅延を減少させるのに適切であると司法官が判断した回

数の審理前協議を開催することができ、また当事者に対して、審理前協議に先立

磊 LR Civ P 16.01(e).カリフォルニア州北部地区連邦地裁では、この命令は、事件管理
命令（Case Management Order）と呼ばれている。拙稿・前掲注碼国士舘法学３１号１４頁
を参照。

磬 LR Civ P 16.02.
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ち会合しまたは協議することを要求することができる（地方規則１６．０３秬）。審理

前協議の後、司法官は、なされるべき行為を列挙した命令を発令しなければなら

ない（審理前協議命令）磧。

眄 最終審理前協議（Final Pretrial Conference）及び最終和解協議（Final Set-

tlement Conference）

審理のために事件の配点を受けた司法官による別段の命令がない限り、訴訟代

理人および代理人により代理されない当事者は、最終審理前協議期日の２０日前ま

でに、和解協議を行うために会合しなければならない。訴状に最初に記載されて

いる原告側主任弁護士が、会合のスケデュ－ルについてイニシアティヴをとらな

ければならない。もし訴訟が和解に至らず、かつ反対の命令または合意が存在し

ない場合は、訴訟代理人及び代理人により代理されない当事者は、その会合にお

いて、連邦民事訴訟規則２６条秬項蘯に定めるすべての必要的開示を行わなければ

ならない。当事者は、審理前命令案を提出できるよう準備しなければならない。

訴訟代理人及び代理人により代理されない当事者は、最終審理前協議において、

彼らがその会合において和解協議を行ったことを証明しなければならない（地方

規則１６．０４秬）。審理のため事件の配点を受けた司法官による別段の命令がない限

り、代理人及び代理人により代理されない当事者は、最終審理前協議の遅くとも

３日前までに、一定の事項を記載した審理前命令案を提出しなければならない

（地方規則１６．０４秡）。

審理のために事件の配点を受けた司法官は、最終審理前協議を主催しなければ

ならない。最終審理前協議における協議事項は、審理前命令案における諸事項、

及び連邦民事訴訟規則１６条秣項及び稈項に規定された事項を含めたその他の適切

な事項を含むものとする（地方規則１６．０４秣）。最終審理前協議の後に、司法官は

最終審理前命令（final pretrial order）を発令しなければならない。この命令

は、明らかに不当な事項が発生するのを防止するためにのみ変更されなければな

らない（地方規則１６．０４稈）。別段の命令がなされない限り、各事件において最終

和解協議（final settlement conference）が開催されなければならない。この協議

磧 LR Civ P 16.03.
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は、司法官、代理人により代理されない当事者及び主任の訴訟代理人が参加して

なされなければならない。各事件において当事者に代わり和解をなす権限を有す

る者が出頭し、または裁判所の許可がある場合は電話により参加しなければなら

ない（地方規則１６．０４稍）磚。

磚 LR Civ P 16.04.
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